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注目すべき社会動向
　近年、時代の急速な変化とともに社会の動向は大きく転換し、粕屋町を取り巻く環境も常に変化し続けています。
　現代社会の変化に柔軟に対応することができる計画策定のために、現在の注目すべき社会動向を整理しました。

※コンパクト・プラス・ネットワーク…人口減少・高齢化が進む中、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携した、コンパクトなまちづくり
※Society5 .0…Society1.0（狩猟社会）、2.0（農耕社会）、3.0（工業社会）、4.0（情報社会）に続く新たな社会。AI、IoTなどの新たな技術により、これまでの社会の課題を解決する未来社会
※スマートシティ…IoTやAIなどのデジタル技術を活用して、都市や地域の抱える様々な課題を解決し、持続可能な社会を実現する都市または地域

※ヤングケアラー…本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者
※クリーンエネルギー…二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを排出しない、または排出量を抑えたエネルギー
※グリーンテクノロジー…環境への負荷を減らし、持続可能な社会を実現するための技術全般
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活躍できる
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Well-Being
の実現

GXの推進と
脱炭素社会への
移行

日本の総人口は2024（令和6）年10月1日現在、1億2,380万人で、65歳以上人口は29.3％を占めており、医療・介
護負担の増加や経済の縮小が懸念されています。
少子化が加速する中、こども視点で政策を推進する行政機関として2023（令和5）年4月にこども家庭庁が発足
し、一体的な施策を推進しています。
地方では人口減少による地域活力の低下が懸念され、交通ネットワークの整備や拠点地域への都市機能の集積
による持続可能なまちづくりを目指すコンパクト・プラス・ネットワークシティ※の考え方が広まっています。

近年の気候変動により自然災害の発生頻度は年々増加し、災害リスクは急速に上昇しています。
自助・公助・共助それぞれにおける対策が重要である一方で、今後発生が危惧される地震や豪雨などの大規模災
害が起こった場合、行政の「公助」だけでは限界があることが懸念されています。
一人ひとりが災害を「他人事」ではなく「自分事」として捉え、自らの命を自分で守る「自助」、地域住民で助け合う
「共助」の意識を醸成し、一体となって防災・減災に取り組む地域社会の構築が求められています。

日本のAIシステム市場規模は、2024（令和6）年に前年比56.5%増の1兆3,412億円となり、AI技術の急速な発展
が見込まれています。
近年は文章・画像・音声・動画等を生み出すことができる生成AIが注目を集め、産業分野のみならず、人々の身近
な生活にも浸透してきています。
Society5.0※の実現に向けて、デジタル技術やデータの活用で地域に新たな価値を創出するスマートシティ※の
取組が推進されています。

4 世界の平均気温は2024（令和6）年に観測史上最高となり、甚大な自然災害による被害が更に深刻化することが
懸念されています。日本では、従来の化石エネルギー中心の産業・社会構造からクリーンエネルギー※中心への転
換や、2050（令和32）年のカーボンニュートラル達成に向けた具体的な取組が進められています。
地域で温室効果ガスの排出量削減に向けた再生可能エネルギーの導入やグリーンテクノロジー※の開発が進み、
持続可能なまちづくりが進められています。
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5 時代の変化に伴うライフスタイルや働き方の多様化が進む中、誰もが自分の望む形で暮らせる社会の構築が重要です。
夫婦共働きの世帯が増加し、2024（令和6）年時点で女性の就業者数は10年前より345万人の増加となりまし
た。育児・介護と仕事の両立や、非正規雇用に関する課題がより一層重要になってきています。
相対的貧困や不登校・ヤングケアラー※の増加など、こどもを取り巻く課題も多様化し、一人ひとりの状況に合わ
せた支援や対策が必要です。
障がいのある人が、個人の希望や能力、適性を十分にいかして活躍できる社会の基盤づくりに加え、障がいのあ
る人とともに働くことが当たり前の社会の実現に向けた取組が進められています。

世界保健機関（WHO）は「肉体的・精神的・社会的にすべてが満たされた状態」をウェルビーイング（Well-Being）と表
現し、人々の健康状態や幸福度の重要性を世界に示しました。「物質的な豊かさ」から「実感できる豊かさ」への転換
が世界各地で注目されています。
日本では「デジタル田園都市国家構想」を「心ゆたかな暮らし」と「持続可能な環境・社会・経済」を実現していく構想
であるとし、住民の「暮らしやすさ」と「幸福感」を指標で数値化した地域幸福度（Well-Being）指標がまちづくりに活
用されています。
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分野別計画

●分野別計画

　分野別計画では、10の政策分野を設定し、まちの将来像の実
現のため、町の現状や課題を踏まえて方向性を整理した上で具体
的な取組内容とその進捗を測る指標を定めています。
　指標の設定にあたっては、Well-Being指標を活用し、町民の実
感に基づいた進捗状況の把握に努めます。

●横断的視点

　分野別計画において、社会の状況や国際情勢を踏まえ、これか
らのまちづくりにおいて、1つの分野だけでなく組織をまたがって
取り組むべき5つの横断的視点を設定しました。
　これらの視点を常に意識して、分野別計画の推進に取り組んで
いきます。

※オープンデータ…国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインター
　ネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう公開されたデータ

※SDGs…サステナブル・デベロップメント・ゴールズの略で、すべての人々にとってより良い、より持続可能な未来を築くため、17の分野ごとに掲げられた目標のこと
※DX…デジタル・トランスフォーメーションの略で、ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること
※GX…グリーン・トランスフォーメーションの略で、化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のこと
※シティプロモーション…地域住民の愛着度の形成により、地域の知名度やイメージの向上、経営資源の獲得を目指す活動のこと

　Well-Being指標は24の項目が「生活環境」・「地域の人間関係」・「自分らしい生き方」の3分野に分か
れており、それぞれアンケートによる主観指標、オープンデータ※による客観指標が設定されています。
　粕屋町では、Well-Being指標を計画の進捗評価に活用し、町全体で町民の幸福や生活の質を重視し
た施策の推進に努めます。

　2030（令和12）年までの
達成を目指して世界各国で
推進されている17の目標に
ついて、粕屋町でできるこ
とを実践し、持続可能な未
来を築くための社会課題の
解決につなげていきます。

　近年急速な発展が進む
デジタル技術を有効的に活
用し、生活利便性や行政
サービスの向上、町の活性
化などに柔軟にいかせるよ
うな仕組み・基盤を整えて
いきます。

　開発の推進など、投資を
契機に企業や人を呼び込
み、地域経済を活性化さ
せ、そこから生まれる利益
を福祉や教育、インフラ整
備などの住民サービスへ還
元する好循環の仕組みを創
出していきます。

　将来的な市制施行も見
据え、たくさんの人が粕屋
町を知って、訪れてもらえる
ような仕掛けをつくること
により、町のイメージを向上
し、定住人口・関係人口の
増加につなげていきます。

　2050（令和32）年のカーボンニュートラル達
成を目指し、エネルギーの転換や自然環境の保
全など、あらゆる分野からのアプローチによる
脱炭素社会、循環型社会の構築に努めます。

Well-Being指標について

Well-Being個別調査より

町民の視点から数値化された指標により、町の暮らしやすさ・幸福度を測ることができます。
主観・客観それぞれからの評価と他自治体との比較により、町の特徴が明確になり、個性を
磨くまちづくりにつなげることができます。

粕屋町のWell-Being指標（R7）
子育て
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■分野別計画と横断的視点の関係性
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するべきこと 1

母子保健と児童福祉の機能を合わせた「こども家庭センター」を中心に、家庭や
地域の状況を的確に把握しながら、子育て世帯への一体的な相談支援を進め、
困難を抱える家庭が孤立しないような支援体制を構築します。

すべての妊産婦・子育て家庭を支援します

※サポートプラン…妊産婦や乳幼児をはじめ、子育て家庭におけるニーズやリスクを整理し、支援内容・目標を記録した支援計画書
※潜在保育士…保育士資格を有しながら現在保育士として従事していない人
※働き方改革…一億総活躍社会実現に向けた、労働環境を大きく見直す取組のことを指し、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革

取組.1 一体的な相談支援体制の構築

児童虐待防止の啓発に取り組むとともに、地域の関係機関と連携した支援体制
を整備します。

虐待を含む通告や相談に迅速に対応し、こどもやその家庭が抱えている課題や
状況を把握したサポートプラン※を作成して、ニーズに応じた支援を行います。

取組.2 児童虐待の防止

●

するべきこと 2

かすやこども館、認可保育所での子育て支援ルーム、公民館での親子サロン等
によるこどもと保護者の交流機会を提供し、子育ての相談や保護者間での情報
交換ができる場所を創出します。

こどもの居場所をつくります

取組.1 子育て世帯の交流機会の提供

●

●

●

こどもの居場所、子育ての拠点であるかすやこども館において、創作・運動など
親子で楽しめるイベントや講座を充実させ、こどもと保護者がともに学び・成長
できる場を提供します。

インターネット予約等、利用者の利便性を高めるための取組を行います。

取組.2 かすやこども館の充実

●

●

ニーズの高い年代や利用目的などを捉え、必要性の高い分野において「居たい」
「行きたい」「やってみたい」こどもの居場所づくりを進めます。

様々な関係機関と連携し、こどもも子育て世代もホッとできる、新たなこどもの
居場所を創出します。

取組.3 新たなこどもの居場所づくり

●

●

するべきこと 3

保護者のライフスタイルの多様化に対応し、一時保育などのニーズに合った保
育サービスが提供できるよう、保育環境の充実を図ります。

保育士に対して計画的な研修を推進し、保育サービスの質の向上に努めます。

保育環境を整えます

取組.1 保育サービスの充実

●

●

保育士の処遇改善や潜在保育士※の就職支援を行います。

保育施設での働き方改革※や業務の効率化を進め、保育士が働きやすい職場環
境を整えます。

取組.2 保育の担い手の確保

●

●

地域の幼児教育・保育ニーズを適切に把握し、町立保育所及び幼稚園の再編を
行うとともに、認可保育所の定員の見直し等により適正な体制を整備します。

老朽化した町立保育施設の改修を進めるとともに、私立保育施設に対して必要
な支援を行い、快適で安全な幼児教育・保育環境を整えます。

取組.3 幼児教育・保育の提供体制の適正管理

●

●

重点プロジェクト

子
育
て

かすやこども館
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粕屋町の地理的特性
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JR福北ゆたか線

JR香椎線

博多
駅か
ら5k
m

粕屋町

●面積：14.13平方キロメートル
●位置：福岡県北部、福岡市に隣接、福岡都市圏
●主要鉄道路線：ＪＲ篠栗線（福北ゆたか線）、ＪＲ香椎線

博多～柚須駅間の平均所要時間 約7分　博多～長者原駅間の平均所要時間 約12分

●主要道路：一般国道201号、福岡都市高速道路４号線、九州自動車道
●自然環境：駕与丁公園、多々良川、須恵川
●文化財：阿恵官衙遺跡

　本町は、福岡県の北西部に位置し、西に福岡市、北に久山町、東
に篠栗町・須恵町、南に志免町と1市4町に隣接しています。また、
町域を縦横に貫くJR篠栗線（福北ゆたか線）とJR香椎線、一般国
道201号、福岡都市高速道路4号線、九州自動車道が走る交通利
便性の高い町です。
　町内には筑前三大池の一つである駕輿丁池をはじめとする大
小8つの池があり、東西に流れる多々良川と須恵川は町の豊かな
土壌を育んできた貴重な水辺です。
　町のランドマークである駕与丁公園は、水辺と緑豊かな景観を
形成し、たくさんの人々が集う憩いの場として親しまれています。

博多港

天 神
博多駅

福岡
空港

車で約20分 柚須駅

伊賀駅

門松駅

酒殿駅

長者原駅原町駅

バスで約30分

車で約15分

電車で約10分

玄海島

福岡都市圏（17市町）

糸島市 福岡市

博多駅

春日市

志免町
宇美町

太宰府市

大野城市

那珂川市 筑紫野市

志賀島

能古島

相島

宗像市

福津市

古賀市

新宮町

博多港

福岡空港

吉塚駅
福岡県庁

粕屋町
久山町

篠栗町

須恵町
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分野の概要

住民
サービスの
向上

【住民・地域へ還元】

投 資

好循環を生み出す

を呼び込む

地域経済
活性化

企業誘致
雇用促進
人口増加

税収増

シティープロモーション
開発の推進

ヒト モノ カネ

住民福祉部 教育部

1 子育て
P．27～32

施策の項目

子育て家庭支援のこと

こどもの居場所のこと

保育のこと

乳幼児健診のこと

療育支援のこと

1

2

3

4

5

2 健康・保険
P．33～36

施策の項目

健康のこと

保険のこと

医療費助成のこと

1

2

3

3 くらし・福祉
P．37～42

施策の項目

高齢者支援のこと

介護保険のこと

障がい者支援のこと

社会福祉のこと

窓口サービスのこと

1

2

3

4

5

4 教 育
P．43～46

施策の項目

教育環境のこと

食育のこと

青少年育成のこと

1

2

3

5 文化・スポーツ
P．47～50

施策の項目

生涯学習・文化のこと

歴史のこと

図書館のこと

スポーツのこと

1

2

3

4

都市政策部 総務部

6 都市づくり
P．51～54

施策の項目

都市整備のこと

公共交通のこと

道路のこと

水道のこと

1

2

3

4

7 環 境
P．55～60

施策の項目

ゼロカーボンシティのこと

5Rのこと

ワンヘルスのこと

公園のこと

水環境のこと

1

2

3

8 産 業
P．61～64

施策の項目

商工業のこと

農林業のこと

企業誘致のこと

1

2

3

9 安全・安心
P．65～68

施策の項目

防災のこと

防犯のこと

交通安全のこと

人権のこと

1

2

3

4

10 まちの運営
P．69～74

施策の項目

行政経営のこと

シティプロモーションのこと

まちづくり活動のこと

DXのこと

財政のこと

財産管理のこと

選挙のこと

組織運営のこと

1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

基
本
計
画
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するべきこと 4

健診対象者に確実な案内を行うとともに、負担なく受診できるよう柔軟に対応
することで、受診しやすい環境を整えます。

未受診者に対しては、関係機関と連携して訪問を行い、状況を把握しながら必
要な支援につなげます。

乳幼児の健やかな発育を支援します

取組.1 乳幼児健診の受診促進

●

●

小児科専門医をはじめとして、歯科医師、保健師など専門性の高いスタッフを適
切に配置し、年齢に合わせた健診の質を向上させるとともに、安心して健診を受
けられる体制を整えます。

取組.2 健診体制の強化

●

健診や相談、訪問、教室等を実施し、妊産婦や乳幼児を育てる保護者の不安解
消に努め、必要に応じて関係機関と連携しながら継続支援を行い、安心して子
育てできる環境を整えます。

取組.3 切れ目のない支援体制の充実

●

31 32

するべきこと 5

療育が必要と判断された幼児に対して、個々の発達特性に応じた適切な支援が
受けられるよう早期療育体制を整えます。

発達に遅れや偏りがある幼児を支援します

取組.1 療育支援の充実

幼稚園や保育所等に専門職員による巡回相談を行い、集団生活での適切な支
援やこどもの発達特性への理解を促進していきます。

年長児を対象とした年長児検査（発達検査）を通して、発達特性の理解や関わり
方などについて保護者支援の充実を図り、必要に応じて発達相談や適切な療育
へつなげます。

取組.2 発達特性の理解と関わり方への支援

●

●

●

子
育
て

中央保育所
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粕屋町の現状

人口1

●粕屋町の人口は、2023(令和5)年まで増加傾向にありましたが、2024(令和6)年には減少傾向に転じています。
●年齢3区分別にみると、0～14歳の人口比率は減少していますが、15～64歳の人口比率と65歳以上の人口比率は継続的に増加しています。

●粕屋町の社会増減をみると、0～14歳人口の転出超過が最も多く、150～250人程度の社会減が継続しています。
　15～64歳人口は2023(令和5)年に転出超過へと転じた後、2024(令和6)年には再び転入超過となりましたが、
　転入超過数は2022(令和4)年の半分以下となっています。

●自然増減をみると、出生数は2021(令和3)年に一度増加しますがその後は減少が続いています。
　死亡数は2023(令和5)年に380人まで増加し、2024(令和6)年は減少しましたが依然として350人を上回っています。
　自然増減数は一貫して自然増となっていますが、2021(令和3)年以降、増加数が減少しています。

住民基本台帳人口に基づく人口（3月31日現在） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」（期間：1月1日～12月31日）より 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」（期間：1月1日～12月31日）より

（人）

（人） （人）50,000
400

300

200

100

0

－100

－200

－300

－400

34,629

4,145
71.2%

24,663

16.8%
12.0%

5,821

2000
H12

37,904

5,014

69.9%

26,483

16.9%
13.2%

6,407

2005
H17

0～14歳 15～64歳 65歳以上 0～14歳 15～64歳 65歳以上 死亡数出生数0～14歳比率 15～64歳比率

42,267

6,139

67.6%

28,579

17.9%

14.5%
7,549

2010
H22

45,201

7,530

64.5%

29,183

18.8%

16.7%
8,488

2015
H27

47,938

8,543

64.2%

30,750

18.0%

17.8%
8,645

2020
R2

48,246

8,628

64.3%

31,046

17.9%

17.8%
8,572

2021
R3

48,592

8,732

64.6%

31,387

18.0%

17.4%
8,473

2022
R4

48,828

8,798

65.0%

31,751

18.0%

17.0%
8,279

2023
R5

48,731

8,875

65.4%

31,863

18.2%

16.4%
7,993

2024
R6

48,431

191

－36

279

－24

－183

275

－44

－145

273

18

－152

－246

－41
－62 －42

108

685

345

△340

567

243

△324

627

320

△307

580

279

△301

575

195

△380

511

153

△358

－204
－261

8,846

66.0%

31,950

18.2%

15.8%
7,635

2025
R7

2019
R1

2020
R2

2021
R3

2022
R4

2023
R5

2024
R6

800

600

400

200

0

－200

－400

－600
2019
R1

2020
R2

2021
R3

2022
R4

2023
R5

2024
R6

100%

45,000 90%

40,000 80%

35,000 70%

30,000 60%

25,000 50%

20,000 40%

15,000 30%

10,000 20%

5,000 10%

0 0%

5年ごとの推移 1年ごとの推移
町の社会増減の推移 町の自然増減の推移

65歳以上比率 自然増減数

基
本
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画
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現状と課題

将来像実現のために
子育て家庭支援

分野を代表する指標

Well-Being

子育て支援・補助が手厚い

こどもたちが健やかに成長できる
まちづくりを進めます

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、誰もが安
心して子育てができ、こどもたちが健やかに夢や希望をもって成長できるま
ちをつくります。

核家族化や地域の関係性の希薄化により子育て家庭を取り巻く環境は大きく
変化しており、妊娠・出産・子育てに関するニーズは高い状況にあるため、すべて
のこどもと家庭に対して、予防的かつ個々の家庭に応じた支援を切れ目なく行
う必要があります。さらに子育てに困難を抱える家庭を支援するため、児童虐待
への早期対応や支援体制の強化が求められています。

現状値（R7）

53.2

目標値（R12）

59.9

Well-Being

こどもたちがいきいきと暮らせる
現状値（R7）

58.4

目標値（R12）

65.4

かすやこども館来館者数

現状値（R6）

42,901人／年

目標値（R12）

45,000人／年

保育所等における待機児童数
（私的理由待機児童数）

現状値（R6）

0（105）人

目標値（R12）

0（24）人

こどもの居場所
粕屋町にはかすやこども館をはじめとした子育て支援や交流の場があり、放課
後や長期休み期間のこどもの居場所となっています。近年は、様々な体験機会
の提供を求める声が多くなっており、引き続き多様な居場所づくりに努めるとと
もに、かすやこども館がより利用しやすくなるような工夫が必要です。

保　育
出生数が減少し、未就学児人口が減少傾向にある一方、ライフスタイルの多様
化に伴い保育ニーズが多様化し、様々な理由により保育所に入所できていない
こどもがいます。また、保育の担い手が不足している状況にあり、安定した人材
確保に向けた働きやすい環境づくりを進め、柔軟な保育サービスの整備に努め
る必要があります。

乳幼児健診
乳幼児の発育・発達の状況把握を行うとともに保護者の不安や悩みに寄り添う
機会として乳幼児健診を実施していますが、受診控えや未受診のケースが見受
けられます。受診を促進し、乳幼児の発育・発達状況に合わせた支援を早期から
行い、保護者の不安感の軽減につなげていくことが重要です。

療育支援
発達に遅れや偏りがある幼児への支援においては、その発達特性が多様化して
おり、より丁寧な対応が求められています。 早期発見と相談支援につなげる体
制の充実に加え、保護者の理解・受容を支える取組や、関係機関との連携強化
が必要です。

住民・
団体等

子育て家庭の交流の場の提供や支援を必要とするこどもへの働
きかけなど、地域一体となった子育て支援に取り組む。
地域の行事に積極的に参加し、こどもと関わる機会をつくる。

●

●

地域での交流や支援の取組と連携し、子育てに役立つ情報を分
かりやすく発信する。
親子で参加できる教室やイベントを開催する。

●

●
行　政

【町民意識調査（R6）】子育ての環境が整っていると思いますか

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

全体
（N＝1,055）

7.6% 24.1% 14.3% 4.6%46.9% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない
■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答関連するSDGsのゴール

子育て分野 1

そう思う＝31.7%そう思う＝31.7%

データ集へのリンクは
こちらから

子
育
て

そう思わない＝18.9%そう思わない＝18.9%
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こどもがいます。また、保育の担い手が不足している状況にあり、安定した人材
確保に向けた働きやすい環境づくりを進め、柔軟な保育サービスの整備に努め
る必要があります。

乳幼児健診
乳幼児の発育・発達の状況把握を行うとともに保護者の不安や悩みに寄り添う
機会として乳幼児健診を実施していますが、受診控えや未受診のケースが見受
けられます。受診を促進し、乳幼児の発育・発達状況に合わせた支援を早期から
行い、保護者の不安感の軽減につなげていくことが重要です。

療育支援
発達に遅れや偏りがある幼児への支援においては、その発達特性が多様化して
おり、より丁寧な対応が求められています。 早期発見と相談支援につなげる体
制の充実に加え、保護者の理解・受容を支える取組や、関係機関との連携強化
が必要です。

住民・
団体等

子育て家庭の交流の場の提供や支援を必要とするこどもへの働
きかけなど、地域一体となった子育て支援に取り組む。
地域の行事に積極的に参加し、こどもと関わる機会をつくる。

●

●

地域での交流や支援の取組と連携し、子育てに役立つ情報を分
かりやすく発信する。
親子で参加できる教室やイベントを開催する。

●

●
行　政

【町民意識調査（R6）】子育ての環境が整っていると思いますか

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

全体
（N＝1,055）

7.6% 24.1% 14.3% 4.6%46.9% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない
■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答関連するSDGsのゴール

子育て分野 1

そう思う＝31.7%そう思う＝31.7%

データ集へのリンクは
こちらから

子
育
て

そう思わない＝18.9%そう思わない＝18.9%
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分野別計画の見方

次ページ以降の分野別計画の見方を説明します。

分野の概要

現状と課題

分 野

分野別計画では、取組の内容を10
の分野に分類し、分野ごとに概要・
現状と課題・するべきことを整理し
ています。

将来像実現のために

まちの将来像実現に向けて、各分
野で取り組むまちづくりの方針と、
その考え方を示しています。

現状と課題

各分野に関する現在のまちの状況を分析し、将来像
の実現に向けて解決すべき課題を整理しています。

分野を代表する指標

各分野の進捗を評価する指標の中
から、主要なものを掲載しています。

住民・団体等の役割

各分野において、住民や団体等が
それぞれの役割をいかして行政と
ともに取り組めることを記載してい
ます。

関連するSDGsのゴール

各分野の取組が関連するSDGsの17
の目標をアイコンで示しています。

粕屋町データ集へのリンク

各分野の統計データ等をまとめた
「粕屋町データ集」をQRコードのリ
ンク先で公開しています。

Well-Being指標

Well-Being指標の主観指標から選定した指
標は、 Well-Beingマークを付けています。
この指標は偏差値で設定し、以下のように目
標値を設定しています。
平均未満→平均値（偏差値50）
平均以上→福岡都市圏内1位
（現在、粕屋町が1位の場合現状維持となります）

図 表

各分野の現状・課題を理解する上
で参考となるデータを掲載してい
ます。

基
本
計
画
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現状と課題

将来像実現のために
子育て家庭支援

分野を代表する指標

Well-Being

子育て支援・補助が手厚い

こどもたちが健やかに成長できる
まちづくりを進めます

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、誰もが安
心して子育てができ、こどもたちが健やかに夢や希望をもって成長できるま
ちをつくります。

核家族化や地域の関係性の希薄化により子育て家庭を取り巻く環境は大きく
変化しており、妊娠・出産・子育てに関するニーズは高い状況にあるため、すべて
のこどもと家庭に対して、予防的かつ個々の家庭に応じた支援を切れ目なく行
う必要があります。さらに子育てに困難を抱える家庭を支援するため、児童虐待
への早期対応や支援体制の強化が求められています。

現状値（R7）

53.2

目標値（R12）

59.9

Well-Being

こどもたちがいきいきと暮らせる
現状値（R7）

58.4

目標値（R12）

65.4

かすやこども館来館者数

現状値（R6）

42,901人／年

目標値（R12）

45,000人／年

保育所等における待機児童数
（私的理由待機児童数）

現状値（R6）

0（105）人

目標値（R12）

0（24）人

こどもの居場所
粕屋町にはかすやこども館をはじめとした子育て支援や交流の場があり、放課
後や長期休み期間のこどもの居場所となっています。近年は、様々な体験機会
の提供を求める声が多くなっており、引き続き多様な居場所づくりに努めるとと
もに、かすやこども館がより利用しやすくなるような工夫が必要です。

保　育
出生数が減少し、未就学児人口が減少傾向にある一方、ライフスタイルの多様
化に伴い保育ニーズが多様化し、様々な理由により保育所に入所できていない
こどもがいます。また、保育の担い手が不足している状況にあり、安定した人材
確保に向けた働きやすい環境づくりを進め、柔軟な保育サービスの整備に努め
る必要があります。

乳幼児健診
乳幼児の発育・発達の状況把握を行うとともに保護者の不安や悩みに寄り添う
機会として乳幼児健診を実施していますが、受診控えや未受診のケースが見受
けられます。受診を促進し、乳幼児の発育・発達状況に合わせた支援を早期から
行い、保護者の不安感の軽減につなげていくことが重要です。

療育支援
発達に遅れや偏りがある幼児への支援においては、その発達特性が多様化して
おり、より丁寧な対応が求められています。 早期発見と相談支援につなげる体
制の充実に加え、保護者の理解・受容を支える取組や、関係機関との連携強化
が必要です。

住民・
団体等

子育て家庭の交流の場の提供や支援を必要とするこどもへの働
きかけなど、地域一体となった子育て支援に取り組む。
地域の行事に積極的に参加し、こどもと関わる機会をつくる。

●

●

地域での交流や支援の取組と連携し、子育てに役立つ情報を分
かりやすく発信する。
親子で参加できる教室やイベントを開催する。

●

●
行　政

【町民意識調査（R6）】子育ての環境が整っていると思いますか

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

全体
（N＝1,055）

7.6% 24.1% 14.3% 4.6%46.9% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない
■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答関連するSDGsのゴール

子育て分野 1

そう思う＝31.7%そう思う＝31.7%

データ集へのリンクは
こちらから

子
育
て

そう思わない＝18.9%そう思わない＝18.9%
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現状と課題

将来像実現のために
子育て家庭支援

分野を代表する指標

Well-Being

子育て支援・補助が手厚い

こどもたちが健やかに成長できる
まちづくりを進めます

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、誰もが安
心して子育てができ、こどもたちが健やかに夢や希望をもって成長できるま
ちをつくります。

核家族化や地域の関係性の希薄化により子育て家庭を取り巻く環境は大きく
変化しており、妊娠・出産・子育てに関するニーズは高い状況にあるため、すべて
のこどもと家庭に対して、予防的かつ個々の家庭に応じた支援を切れ目なく行
う必要があります。さらに子育てに困難を抱える家庭を支援するため、児童虐待
への早期対応や支援体制の強化が求められています。

現状値（R7）

53.2

目標値（R12）

59.9

Well-Being

こどもたちがいきいきと暮らせる
現状値（R7）

58.4

目標値（R12）

65.4

かすやこども館来館者数

現状値（R6）

42,901人／年

目標値（R12）

45,000人／年

保育所等における待機児童数
（私的理由待機児童数）

現状値（R6）

0（105）人

目標値（R12）

0（24）人

こどもの居場所
粕屋町にはかすやこども館をはじめとした子育て支援や交流の場があり、放課
後や長期休み期間のこどもの居場所となっています。近年は、様々な体験機会
の提供を求める声が多くなっており、引き続き多様な居場所づくりに努めるとと
もに、かすやこども館がより利用しやすくなるような工夫が必要です。

保　育
出生数が減少し、未就学児人口が減少傾向にある一方、ライフスタイルの多様
化に伴い保育ニーズが多様化し、様々な理由により保育所に入所できていない
こどもがいます。また、保育の担い手が不足している状況にあり、安定した人材
確保に向けた働きやすい環境づくりを進め、柔軟な保育サービスの整備に努め
る必要があります。

乳幼児健診
乳幼児の発育・発達の状況把握を行うとともに保護者の不安や悩みに寄り添う
機会として乳幼児健診を実施していますが、受診控えや未受診のケースが見受
けられます。受診を促進し、乳幼児の発育・発達状況に合わせた支援を早期から
行い、保護者の不安感の軽減につなげていくことが重要です。

療育支援
発達に遅れや偏りがある幼児への支援においては、その発達特性が多様化して
おり、より丁寧な対応が求められています。 早期発見と相談支援につなげる体
制の充実に加え、保護者の理解・受容を支える取組や、関係機関との連携強化
が必要です。

住民・
団体等

子育て家庭の交流の場の提供や支援を必要とするこどもへの働
きかけなど、地域一体となった子育て支援に取り組む。
地域の行事に積極的に参加し、こどもと関わる機会をつくる。

●

●

地域での交流や支援の取組と連携し、子育てに役立つ情報を分
かりやすく発信する。
親子で参加できる教室やイベントを開催する。

●

●
行　政

【町民意識調査（R6）】子育ての環境が整っていると思いますか

● ●

●
●

●
偏差値 偏差値

全体
（N＝1,055）

7.6% 24.1% 14.3% 4.6%46.9% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■そう思う　■ややそう思う　■どちらともいえない
■あまりそう思わない　■そう思わない　■無回答関連するSDGsのゴール

子育て分野 1

そう思う＝31.7%そう思う＝31.7%

データ集へのリンクは
こちらから

子
育
て

そう思わない＝18.9%そう思わない＝18.9%
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分野別計画の見方

次ページ以降の分野別計画の見方を説明します。

分野の概要

現状と課題

分 野

分野別計画では、取組の内容を10
の分野に分類し、分野ごとに概要・
現状と課題・するべきことを整理し
ています。

将来像実現のために

まちの将来像実現に向けて、各分
野で取り組むまちづくりの方針と、
その考え方を示しています。

現状と課題

各分野に関する現在のまちの状況を分析し、将来像
の実現に向けて解決すべき課題を整理しています。

分野を代表する指標

各分野の進捗を評価する指標の中
から、主要なものを掲載しています。

住民・団体等の役割

各分野において、住民や団体等が
それぞれの役割をいかして行政と
ともに取り組めることを記載してい
ます。

関連するSDGsのゴール

各分野の取組が関連するSDGsの17
の目標をアイコンで示しています。

粕屋町データ集へのリンク

各分野の統計データ等をまとめた
「粕屋町データ集」をQRコードのリ
ンク先で公開しています。

Well-Being指標

Well-Being指標の主観指標から選定した指
標は、 Well-Beingマークを付けています。
この指標は偏差値で設定し、以下のように目
標値を設定しています。
平均未満→平均値（偏差値50）
平均以上→福岡都市圏内1位
（現在、粕屋町が1位の場合現状維持となります）

図 表

各分野の現状・課題を理解する上
で参考となるデータを掲載してい
ます。

基
本
計
画
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現状と課題

将来像実現のために

健康　（図表1）（図表2）

分野を代表する指標

Well-Being

身体的に健康な状態である

いきいきと健康で過ごせる
まちづくりを進めます

　健康促進や新たな感染症への対策、適切に医療・保険の運営を行うこと
によって、誰もが健康で暮らし続けられるまちをつくります。

町民アンケートによると「運動や食事など自分の健康に気を付けている」人は7
割以上と、町民の健康意識は非常に高い水準にあります。引き続き、健康意識
の向上や感染症予防への理解促進等により、町民の心身の健康状態の向上を
目指していきます。

2024（令和6）年の国民の死因第1位はがん（悪性新生物）であり、粕屋町において
も、がんの早期発見・早期治療は重要な課題です。がん検診のみならず定期的な健
診の必要性を啓発し、積極的な受診を促すことで、重症化を防ぐ必要があります。

現状値（R7）

74.9

目標値（R12）

74.9

Well-Being

精神的に健康な状態である
現状値（R7）

80.0

目標値（R12）

80.0

健康寿命 (男性／女性)
現状値（R6）

79.2歳／83.4歳

目標値（R12）

80.0歳／84.0歳

保 険
国民健康保険の被保険者数が減少する中で、高齢化や医療の高度化により医療
費が増加し、将来的な保険税の上昇が懸念されます。生活習慣病の予防やジェネ
リック医薬品の利用を促進し、医療費の適正化に取り組む必要があります。

医療費助成
社会経済の変化により、各世帯での経済的負担が大きくなっています。経済的
負担の軽減に向けて、助成制度の周知と利用促進による医療費負担の緩和に取
り組む必要があります。

厚生労働省「人口動態統計月報年計の概況」より

主な死因の構成割合（R6）（図表2）
【町民意識調査（R6）】運動や食事など、自分の健康に気をつけていますか

（図表1）

●

●

●

●

住民・
団体等

毎年健診を受診し、対象となるがん検診は定期的に受ける。
正しい食生活や適度な運動、休養を心がける。
予防接種や情報収集など、感染症対策に努める。

●
●
●

健診の受診促進と保健指導に取り組む。
健康づくりについて啓発し、生活習慣病予防に取り組む。
定期接種の必要性や感染症予防対策を啓発する。

●
●
●

行　政

●がん（悪性新生物）
　23.9%

●心疾患（高血圧性を除く）
　14.1%

●老衰
　12.9%●脳血管疾患 6.4%

●肺炎 5.0%
●誤嚥性肺炎 4.0%

●不慮の事故 2.8%

●新型コロナウイルス
　感染症 2.2%

●腎不全 1.8%

●アルツハイマー病 1.6%

●その他 25.2%

偏差値 偏差値

健康・保険

関連するSDGsのゴール

分野 2

0%

28.6% 46.2% 14.7%6.5%

3.4%

0.6%

■気をつけている　■少し気をつけている　■どちらともいえない
■あまり気をつけていない　■気をつけていない　■無回答

全体
（n＝1,055）

20% 40% 60% 80% 100%

気をつけている＝74.8%気をつけている＝74.8%

データ集へのリンクは
こちらから

健
康
・
保
険

気をつけていない＝18.1%気をつけていない＝18.1%



生活環境2

●粕屋町の住宅土地平均価格は一貫して上昇しています。
　2025(令和7)年には1平方メートルあたり10万円近い水準となっており、2019(令和元)年と比べ約3万円上昇しています。
●粕屋町内のJR駅乗車人員数は2020(令和2)年度に一度新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込むものの、その後はすぐに回復し、
　2024(令和6)年度にはすべての駅で2019(令和元)年度の乗車人員数を上回る結果となりました。地方の公共交通において、
　感染症の影響からの回復が難しい状況にある中、特徴的な傾向であると考えられます。

国土交通省「地価公示」より JR九州「駅別乗車人員上位300駅」より
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粕屋町の現状

●

●

総務省「住民基本台帳人口移動報告」より

粕屋町の2024(令和6)
年1年間の転入・転出
数を周辺市町別にみる
と、転入・転出ともに福
岡市が約3分の1を占め
ており、町の交通ネット
ワークの利便性や住み
やすさなどにより、大
都市との人口の流動性
が高い町であるといえ
ます。

2024(令和6)年は転出
超過となった市町が多
く、篠栗町、志免町、須
恵町において転出数が
転入数を大きく上回っ
ています。未就学児が
いる世帯がこどもの就
学のタイミングで近隣
の市町へ転出している
ことが大きな要因と推
察されます。

粕屋町

福岡市

（円/㎡） （人／日）
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2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

10

9

100,000
8

80,000

6

7

60,000 5

40,000
3

20,000

1

4

2

0 0

平均価格

2019
R1

2020
R2

2021
R3

2022
R4

2023
R5

2019
R1

2020
R2

2021
R3

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

住宅土地平均価格と変動率の推移 粕屋町内のJR駅乗車人員の推移

門松酒殿原町伊賀柚須長者原増加率

町の社会増減の周辺市町別人数

●その他福岡県内

●その他福岡県外

66,400

6.1

7.7

71,400

4.2

74,300

5.1

78,000
6.8

83,300 7.3

89,300

7.4

96,000

4,222

3,450

3,142

1,215

1,132
735

557

3,619
3,825

4,223

3,845

1,617

914
1,416

907

2024
R6

4,388

4,165

1,749

990
1,503

951

3,630

1,508

1,303
871

797

3,383

1,334

824

662

1,214

4,069

1,519

1,383
825

673

2024年1月1日～
12月31日の転入・転出

粕屋町への転入

粕屋町からの転出

転入／＋907

転出／－920

転入／＋262

転出／－267

新宮町

転入／＋20

転出／－21

古賀市

転入／＋18

転出／－48

久山町

転入／＋13

転出／－25

北九州市

転入／＋102

転出／－89

篠栗町

転入／＋64

転出／－143

須恵町

転入／＋72

転出／－104
志免町

転入／＋94

転出／－157 宇美町

転入／＋53

転出／－68大野城市

転入／＋20

転出／－24

福津市

転入／＋9

転出／－53

転入／＋1,071

転出／－899

●総合計（海外も含む）

転入／＋2,835

転出／－2,973

基
本
計
画

※公表されている粕屋町に関する統計データ等をわかりやすくまとめた「粕屋町データ集」を
　右のQRコードのリンク先で公開しておりますのでご参照ください。
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するべきこと 1

母子保健と児童福祉の機能を合わせた「こども家庭センター」を中心に、家庭や
地域の状況を的確に把握しながら、子育て世帯への一体的な相談支援を進め、
困難を抱える家庭が孤立しないような支援体制を構築します。

すべての妊産婦・子育て家庭を支援します

※サポートプラン…妊産婦や乳幼児をはじめ、子育て家庭におけるニーズやリスクを整理し、支援内容・目標を記録した支援計画書 ※潜在保育士…保育士資格を有しながら現在保育士として従事していない人

取組.1 一体的な相談支援体制の構築

児童虐待防止の啓発に取り組むとともに、地域の関係機関と連携した支援体制
を整備します。

虐待を含む通告や相談に迅速に対応し、こどもやその家庭が抱えている課題や
状況を把握したサポートプラン※を作成して、ニーズに応じた支援を行います。

取組.2 児童虐待の防止

●

するべきこと 2

かすやこども館、認可保育所での子育て支援ルーム、公民館での親子サロン等
によるこどもと保護者の交流機会を提供し、子育ての相談や保護者間での情報
交換ができる場所を創出します。

こどもの居場所をつくります

取組.1 子育て世帯の交流機会の提供

●

●

●

こどもの居場所、子育ての拠点であるかすやこども館において、創作・運動など
親子で楽しめるイベントや講座を充実させ、こどもと保護者がともに学び・成長
できる場を提供します。

インターネット予約等、利用者の利便性を高めるための取組を行います。

取組.2 かすやこども館の充実

●

●

ニーズの高い年代や利用目的などを捉え、必要性の高い分野において「居たい」
「行きたい」「やってみたい」こどもの居場所づくりを進めます。

様々な関係機関と連携し、こどもも子育て世代もホッとできる、新たなこどもの
居場所を創出します。

取組.3 新たなこどもの居場所づくり

●

●

するべきこと 3

保護者のライフスタイルの多様化に対応し、一時保育などのニーズに合った保
育サービスが提供できるよう、保育環境の充実を図ります。

保育士に対して計画的な研修を推進し、保育サービスの質の向上に努めます。

保育環境を整えます

取組.1 保育サービスの充実

●

●

保育士の処遇改善や潜在保育士※の就職支援を行います。

保育施設での働き方改革や業務の効率化を進め、保育士が働きやすい職場環
境を整えます。

取組.2 保育の担い手の確保

●

●

地域の幼児教育・保育ニーズを適切に把握し、町立保育所及び幼稚園の再編を
行うとともに、認可保育所の定員の見直し等により適正な体制を整備します。

老朽化した町立保育施設の改修を進めるとともに、私立保育施設に対して必要
な支援を行い、快適で安全な幼児教育・保育環境を整えます。

取組.3 幼児教育・保育の提供体制の適正管理

●

●

するべきこと 4

健診対象者に確実な案内を行うとともに、負担なく受診できるよう柔軟に対応
することで、受診しやすい環境を整えます。

未受診者に対しては、関係機関と連携して訪問を行い、状況を把握しながら必
要な支援につなげます。

乳幼児の健やかな発育を支援します

取組.1 乳幼児健診の受診促進

●

●

小児科専門医をはじめとして、歯科医師、保健師など専門性の高いスタッフを適
切に配置し、年齢に合わせた健診の質を向上させるとともに、安心して健診を受
けられる体制を整えます。

取組.2 健診体制の強化

●

健診や相談、訪問、教室等を実施し、妊産婦や乳幼児を育てる保護者の不安解
消に努め、必要に応じて関係機関と連携しながら継続支援を行い、安心して子
育てできる環境を整えます。

取組.3 切れ目のない支援体制の充実

●

重点プロジェクト

子
育
て
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分野別計画の見方

するべきこと（施策）

するべきこと

各分野における将来像実現のため
に必要な施策をするべきこととし
て設定しています。

重点プロジェクト

特に重点的に実施すべき「重点プロジェクト」に紐づ
く「するべきこと」であることを示しています。
（重点プロジェクトについては、p.77を参照ください。）

取 組

するべきことを達成するための具
体的な取組を設定し、主な取組内
容を整理しています。

基
本
計
画

第6次粕屋町総合計画ができるまで
～Well-Being編～

世界的に注目されているWell-Being（ウェルビーイング）を取り入れました！
　「第6次粕屋町総合計画」は策定の過程で、Well-Beingを取り入れています。
　Well-Beingとは、心豊かな状態を指しており、世界において、経済が発展・成熟したいま、「モノやサービスがどれだけ売れたかという経済の豊かさが幸せで
あるとは限らず、心の豊かさや幸福を重視する社会が望ましい」との価値観が広がっています。

「物質的な豊かさ」ではなく、一人ひとりが「実感できる豊かさ」、
いわゆる主観的なWell -Beingを重要視しようという動きがあ
り、日本でもその動きに注目が集まっています。

Well-Being ① 日本においても広まっています！

●

国においても、Well-Beingの活用を自治体に呼び掛けており、
粕屋町ではWell -Being指標を総合計画上の指標へと取り入
れ、総合計画の進捗が住民の幸福度につなげることを目標に掲
げています。

Well-Being ② 粕屋町の新たな目標です！

●

物質的な豊かさ 実感できる豊かさ公益社団法人日本WHO協会
「世界保健機関（WHO）憲章とは」より

80
医療・福祉

買物・飲食事業創造

住宅環境雇用・所得
移動・交通教育機会の豊かさ

遊び・娯楽文化・芸術

公共空間自然災害

都市景観環境共生
事故・犯罪自然の恵み

自然景観

デジタル生活地域とのつながり

子育て健康状態

地域行政多様性と寛容性

初等・中等教育自己効力感

70
60
50
40
30
20
10

【Well-Being指標のレーダーチャート】▶

偏差値の高低や主観指標と
客観指標のギャップに着目す
ることで、まちの特性の把握
が可能

偏差値50ライン
主観データ
客観データ

￥

Well-Being個別調査より
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するべきこと 1

母子保健と児童福祉の機能を合わせた「こども家庭センター」を中心に、家庭や
地域の状況を的確に把握しながら、子育て世帯への一体的な相談支援を進め、
困難を抱える家庭が孤立しないような支援体制を構築します。

すべての妊産婦・子育て家庭を支援します

※サポートプラン…妊産婦や乳幼児をはじめ、子育て家庭におけるニーズやリスクを整理し、支援内容・目標を記録した支援計画書 ※潜在保育士…保育士資格を有しながら現在保育士として従事していない人

取組.1 一体的な相談支援体制の構築

児童虐待防止の啓発に取り組むとともに、地域の関係機関と連携した支援体制
を整備します。

虐待を含む通告や相談に迅速に対応し、こどもやその家庭が抱えている課題や
状況を把握したサポートプラン※を作成して、ニーズに応じた支援を行います。

取組.2 児童虐待の防止

●

するべきこと 2

かすやこども館、認可保育所での子育て支援ルーム、公民館での親子サロン等
によるこどもと保護者の交流機会を提供し、子育ての相談や保護者間での情報
交換ができる場所を創出します。

こどもの居場所をつくります

取組.1 子育て世帯の交流機会の提供

●

●

●

こどもの居場所、子育ての拠点であるかすやこども館において、創作・運動など
親子で楽しめるイベントや講座を充実させ、こどもと保護者がともに学び・成長
できる場を提供します。

インターネット予約等、利用者の利便性を高めるための取組を行います。

取組.2 かすやこども館の充実

●

●

ニーズの高い年代や利用目的などを捉え、必要性の高い分野において「居たい」
「行きたい」「やってみたい」こどもの居場所づくりを進めます。

様々な関係機関と連携し、こどもも子育て世代もホッとできる、新たなこどもの
居場所を創出します。

取組.3 新たなこどもの居場所づくり

●

●

するべきこと 3

保護者のライフスタイルの多様化に対応し、一時保育などのニーズに合った保
育サービスが提供できるよう、保育環境の充実を図ります。

保育士に対して計画的な研修を推進し、保育サービスの質の向上に努めます。

保育環境を整えます

取組.1 保育サービスの充実

●

●

保育士の処遇改善や潜在保育士※の就職支援を行います。

保育施設での働き方改革や業務の効率化を進め、保育士が働きやすい職場環
境を整えます。

取組.2 保育の担い手の確保

●

●

地域の幼児教育・保育ニーズを適切に把握し、町立保育所及び幼稚園の再編を
行うとともに、認可保育所の定員の見直し等により適正な体制を整備します。

老朽化した町立保育施設の改修を進めるとともに、私立保育施設に対して必要
な支援を行い、快適で安全な幼児教育・保育環境を整えます。

取組.3 幼児教育・保育の提供体制の適正管理

●

●

するべきこと 4

健診対象者に確実な案内を行うとともに、負担なく受診できるよう柔軟に対応
することで、受診しやすい環境を整えます。

未受診者に対しては、関係機関と連携して訪問を行い、状況を把握しながら必
要な支援につなげます。

乳幼児の健やかな発育を支援します

取組.1 乳幼児健診の受診促進

●

●

小児科専門医をはじめとして、歯科医師、保健師など専門性の高いスタッフを適
切に配置し、年齢に合わせた健診の質を向上させるとともに、安心して健診を受
けられる体制を整えます。

取組.2 健診体制の強化

●

健診や相談、訪問、教室等を実施し、妊産婦や乳幼児を育てる保護者の不安解
消に努め、必要に応じて関係機関と連携しながら継続支援を行い、安心して子
育てできる環境を整えます。

取組.3 切れ目のない支援体制の充実

●

重点プロジェクト

子
育
て
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分野別計画の見方

するべきこと（施策）

するべきこと

各分野における将来像実現のため
に必要な施策をするべきこととし
て設定しています。

重点プロジェクト

特に重点的に実施すべき「重点プロジェクト」に紐づ
く「するべきこと」であることを示しています。
（重点プロジェクトについては、p.77を参照ください。）

取 組

するべきことを達成するための具
体的な取組を設定し、主な取組内
容を整理しています。

基
本
計
画

第6次粕屋町総合計画ができるまで
～Well-Being編～

世界的に注目されているWell-Being（ウェルビーイング）を取り入れました！
　「第6次粕屋町総合計画」は策定の過程で、Well-Beingを取り入れています。
　Well-Beingとは、心豊かな状態を指しており、世界において、経済が発展・成熟したいま、「モノやサービスがどれだけ売れたかという経済の豊かさが幸せで
あるとは限らず、心の豊かさや幸福を重視する社会が望ましい」との価値観が広がっています。

「物質的な豊かさ」ではなく、一人ひとりが「実感できる豊かさ」、
いわゆる主観的なWell -Beingを重要視しようという動きがあ
り、日本でもその動きに注目が集まっています。

Well-Being ① 日本においても広まっています！

●

国においても、Well-Beingの活用を自治体に呼び掛けており、
粕屋町ではWell -Being指標を総合計画上の指標へと取り入
れ、総合計画の進捗が住民の幸福度につなげることを目標に掲
げています。

Well-Being ② 粕屋町の新たな目標です！

●

物質的な豊かさ 実感できる豊かさ公益社団法人日本WHO協会
「世界保健機関（WHO）憲章とは」より

80
医療・福祉

買物・飲食事業創造

住宅環境雇用・所得
移動・交通教育機会の豊かさ

遊び・娯楽文化・芸術

公共空間自然災害

都市景観環境共生
事故・犯罪自然の恵み

自然景観

デジタル生活地域とのつながり

子育て健康状態

地域行政多様性と寛容性

初等・中等教育自己効力感

70
60
50
40
30
20
10

【Well-Being指標のレーダーチャート】▶

偏差値の高低や主観指標と
客観指標のギャップに着目す
ることで、まちの特性の把握
が可能

偏差値50ライン
主観データ
客観データ

￥

Well-Being個別調査より

35 36

するべきこと 1

町のイベント、広報紙だけでなく、AI等のデジタル技術も活用したプッシュ型の
情報提供により、心身の健康維持・向上に係る啓発に取り組みます。
自然とのふれあいを通じた健康づくりを重視し、自然環境に配慮したウォーキ
ングを推奨するなど、町民の健康意識向上へつながるよう、ワンヘルスを推進
します。

健康寿命※の延伸に取り組みます

※健康寿命…健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間
※ワンヘルス…「人の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を1つの健康と捉え、一体的に守っていくという考え方

取組.1 健康意識の向上とワンヘルス※の推進

がんや生活習慣病などの早期発見のため、SMSやハガキなど様々な通知方法
で、がん検診・特定健診の受診勧奨を行います。
健診の開催日時の工夫やデジタル技術を活用して、健診や保健指導が受けやす
い環境の提供に取り組みます。

取組.2 健診・保健指導が受けやすい体制整備

●

●

するべきこと 2

適正受診・適正服薬対策及び後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進等
を行い、医療費の適正化、削減に取り組みます。

適切な保険制度の運営を実現します

取組.1 健全な国民健康保険の運営

●

●

●

保健指導や健康相談の利用を促し、生活習慣病の予防や医療機関と連携した
重症化予防に取り組みます。

取組.3 生活習慣病改善による重症化予防

●

感染予防に対する予防接種の必要性など、意識啓発や理解促進に取り組みます。
感染症対策の物品等を備え、新たな感染症へ対応します。

取組.4 感染症予防への理解促進

●
●

「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」の活用を促すことで、頻繁に受診すること
や重複投薬、不要な処方等を防ぎ、医療費適正化を推進するとともに、高齢者の
安全を守ります。

取組.2 後期高齢者医療の適正受診の促進

●

するべきこと 3

制度の周知を図り、子育て世帯へのこども医療費の助成を行うことで、疾病の
早期発見と治療を促進し、こどもの健やかな成長を支援します。

医療費負担の軽減に取り組みます

取組.1 こども医療費の助成

●

ひとり親家庭等に対して、制度の活用を促しながら医療費の一部を助成し、生
活の安定と健康の保持を支援します。

取組.2 ひとり親家庭等医療費の助成

●

重度障がい者に対して、制度の活用を促し、医療費を助成することで、必要な医
療を安心して受けられる環境づくりに取り組みます。

取組.3 重度障がい者医療費の助成

●

重点プロジェクト

健
康
・
保
険


